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日本国内プロゴルフトーナメントにおける 

新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン(Ver.９ 2023 年シーズンに向けて) 

 

ゴルフ関連 5 団体新型コロナウイルス対策会議 

 

令和５年１月 27 日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）が一部変更されましたので、2023 年シーズンに向けたガイドライン

を改訂することにいたしました。 

また 2 月 10 日には、マスク着用のルールが変更され、「3 月 13 日以降、マスクの着用については重症化リスク

の高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることが基本とする」ことに決定いたしました。 

しかし、「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることがで

きる」ことが定められていることから、5 団体対策会議としましては、選手及びすべての来場者の健康と大規模イベント

として、開催地域での感染拡大防止の対策を講じて参りますので引き続きご協力のほどお願いいたします。 

 

本ガイドラインは 「開催地の感染状況に応じた催物の制限と緩和に関する考え方」と、「その数値や内容に関する基

準」を、本ガイドラインにてお示しし、ゴルフトーナメントを計画通りに開催するための指針として、ご活用いただくものであり

ます。また感染状況や設定人数に応じた自治体手続き等も、最新版を掲載いたしましたので、本ガイドライン並びに 

開催自治体のイベントに関する対策や制限、申請等を進めていただければと存じます。 

 

更に、令和 5 年 5 月 8 日以降、感染症法上の分類が変更されることが発表されております。 

分類変更後は、「基本的対処方針」が廃止され、本ガイドライン（業種別ガイドライン）も廃止となり、個人及び事業

者は自主的な感染対策に取り組むこととなります。 

その際にも、本ガイドラインにおいてお示しした対策等をご参考に大会準備等をおすすめいただければと存じます。 

 

新型コロナウイルス感染症対策 10 箇条 

１、すべての選手及び来場者の健康維持と、大規模イベントとして開催地域での感染拡大防止に努める 

２、試合を継続し、ツアーを継続しながら、新しい 「通常開催」 を目指していく 

３、大会を継続する為、「個人防衛」に努め、大会規則及び対策(集団防衛)を遵守すること 

４、発熱や体調に異常がある場合は、絶対に会場に向かわないこと 

５、業務やサービスが低下するより、会場にウイルスを持ち込まないほうが大切 

６、主催者及び管理者は休みやすい環境を作り、報告しやすい雰囲気を作ること 

７、催物や業務が停止しないように、常にバックアップ体制を用意すること 

８、お互いが健康で、安心して過ごせるようにすること 

９、大会を継続するために、集団感染を防ぐこと 

10、大会が成功するために、感染症対策に 「全員が正直」 であること 
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日本国内プロゴルフトーナメントにおける 

新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン(Ver.９ 2023 年シーズンに向けて) 

 

Ⅰ．基本方針 

「日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン」は、 政府の「新型 

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を遵守して、「ゴルフ関連 5 団体新型コロナウイルス対策会議 

(公益財団法人日本ゴルフ協会/公益社団法人日本プロゴルフ協会/一般社団法人日本女子プロゴルフ協会/

一般社団法人日本ゴルフツアー機構/一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会)」にて編集され、医療アド

バイザーの指導、スポーツ庁の確認を経て、内閣官房 HP の「業種別ガイドライン一覧」に掲載をするものであります。 

ゴルフトーナメントを開催するにあたり、主催者及び大会を管轄するゴルフ協会は、政府及び開催自治体の方針を

遵守し、開催地の自治体及び医療機関、企画運営する各社と連携して、“選手及び選手関係者を守る、すべての

大会関係者を守る、招待者及び観客を守る、開催するゴルフトーナメントが感染クラスターになることを防ぐ” こと

を念頭に、新型コロナウイルス感染症に対する対策・対応を考えていくことが重要であります。 

ここに述べる感染症対策は、現段階で得られている知見や新型コロナウイルス感染症対策本部分科会の方針に

沿っています。今後のエビデンスの蓄積や、流行状況の変化に応じて随時変更いたします。また地域によって流行状

況が異なることから、都道府県単位で方針が異なりますので、開催地の自治体との連携(安全計画書の策定等)を

しながら、試合を開催・継続することが前提であることを強調させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策は、個人防衛、集団防衛、社会防衛の３つの側面から考える必要があります。何

よりも重要なのは、ゴルフトーナメント(ゴルフ競技全般を含む)に関わる選手・キャディ・コーチ・トレーナー・マネージャー

を含むすべての「選手関係者」、大会事務局・メディア・放送局・開催ゴルフ場関係者・プロサービスメーカー、並びにす

べての「大会運営関係者」、ボランティアや招待者及び観客などのすべての「大会参加者」が、発熱・咳・咽頭痛・だる

さ、倦怠感などの多様な風邪の症状に加え、味覚・嗅覚障害や、息苦しさ・呼吸困難・胸痛・濃性痰などの肺炎

症状（以下これらをまとめて「諸症状」という）を認めたら休む勇気を持つこと。招待客も観客も同様に、諸症状

を認めた場合にはゴルフトーナメント会場に行かないという文化を醸成することが必要です。 

従って、大会を継続する、ツアーを継続するためには、ゴルフトーナメントに関わるすべての者が、症状の有無にかか

わらず日ごろから感染予防に努め、大会前、大会期間中の感染リスクを最小化すること。ウイルスを会場に入れな

いようにすることが重要となります。 

このような個人防衛に加え、大会と地域が連携した防衛と対策により、絶対にクラスターを発生させないこと。大会

に携わるすべての者が協力し “日本のスポーツ文化を守る” ことが、最も重要な目標と考えます。 
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Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対する基本的感染症対策－新しい対策について 

1．基本的な考え方   

 ～試合を継続し、ツアーを継続しながら、新しい「通常開催」を目指す～ 

➀出場選手の感染リスクを最小限にする 

新型コロナウイルス感染症は、選手の出場資格の喪失、大会への関与が断たれることになります。 

   個人種目である「選手」の出場資格を尊重し、選手の感染防止を大原則としつつ、プロアマ等の催物・観客及び

招待者の動員など通常の開催（制限なき計画通りの開催）を目指します。 

   集団的な感染や感染疑いが発生する場合、トーナメントが継続できなくなる恐れがあります。 

更に、その大会だけの問題にとどまらず、翌週以降の開催に影響する可能性があります。 

    ＊選手も自身での防衛を徹底・強化する。（通常へ戻すための協力と自己を守る責任） 

    ＊選手関係者、キャディ、選手と接するすべての者、選手が使用する施設、サービススタッフ含むすべての 

大会関係者も対策を徹底する。（通常へ戻すための協力と大会を守る責任） 

➁対策の順序 

    ・基本対策➀～⑥(P.8～9 「５．イベント開催等における必要な感染対策 ➀～⑥参照」)を徹底する 

（個人防衛の徹底、リスク行動の徹底回避） 

    ・施設の対策（会場及びクラブハウス入場時の検温する場合等）の遵守 

➂検査陽性者、発熱者、体調不良者への対応は、従来通りに継続 

  ④「指定感染症として認定されている期間」、「感染が拡大傾向にある場合、新たな変異株等が発生している 

状況」等では、感染リスクが避けられるほう（リスクが少ない内容や対策）を選択する。 

⑤体調に異変がある場合には来場を見合わせる。休みやすい環境と体制を整えておく。 

２．基本的対象方針に基づく感染防止策について  

●新型コロナウイルス感染症の感染経路は、せき、くしゃみ、会話等のときに排出される飛沫やエアロゾルの吸入、 

接触感染等と考えられていることから、基本的な感染対策が重要です。 

●加えて、政府及び地方公共団体が積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査により、感染拡大の起点となってい 

る場所や活動を特定して効果的な対策を講じること、さらに、感染状況に応じて、人流や人との接触機会を削減 

することが重要です。 

●基本的な感染対策とは、「三つの密」（①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人 

が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる）という３つの 

条件をいう。以下同じ。）の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」 

等をいいます。 
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３．With コロナの新たな段階への移行に向けた見直しについて 

陽性罹患について、全数届出の見直しが行われ、以下の 4 類型に限定されることになりました。 

➀65 歳以上の方  

②入院を要する方  

➂重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又はあらたに酸素投与が必要と医師が判断する方  

④妊婦の方 

以上に対象が変更されました。 

 

今後の在り方については、 

・症状が軽いなど、自宅で速やかな療養開始を希望される方は、抗原定性検査キットでセルフチェックし、 

陽性の場合は健康フォローアップセンターに連絡して、自宅で療養し、体調変化時等に医療機関を 

紹介される方法に変更 

・高齢や基礎疾患、子供、妊婦等により受診を希望する場合には、医療・検査機関を受診する方法に変更 

＜連絡先＞ 

     コロナ陽性の場合は    →  健康フォローアップセンターへ 

     一般の問い合わせ等は  →  新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報については受診・相談センターへ 
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４．マスクの着用について（令和 5 年 3 月 13 日以降の対応） 

 【基本対策：マスク着用について】 

   ・感染症の分類が変更になるまでには、トーナメント会場内におきましては、すべての方の健康と安心を目的とし、 

以下の場面においては「マスクの着用」を当面の間、継続いたします。 

１． 声援を含む通常より大きな声を出す場合※単なる会話や発話は該当しない 

２． 人との距離が保てない場所 

上記を除いて、マスクの着用は個人の判断を基本といたします。 

 

※5 団体対策会議におきましては、事業効率を上げていただくために、送迎バスの乗車率を 100％(従来)に 

  戻していただくことを優先すべきと考えております。そのために 乗客へはマスクの着用をお願いするという 

  考え方になります。 
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●本ガイドラインでのマスク着用の方針 

病気や障がい等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮するとともに適切な

感染対策を講じるようにお願いします。 

 場所・状況 マスク 

(原則) 

条件 

選手・選手関係者 ロープ内 個人判断  

ロープ外 個人判断  

クラブハウス内 個人判断  

レストラン 個人判断  

メディア対応 個人判断※ ※メディア側に 「マスク着用」とする 

＊選手との距離が 

  近くなる対象者 

レッスン会参加者  

状況・場面に 

応じた運用 

 

選手：個人判断 

選手以外：以下の考え方とする 

     ➀しゃべらない場合 「非着用」を許可 

     ➁話しかける場合 「着用」 を要請 

(チャリティ)販売購入者 

チャリティフォト 

サイン・握手・プレゼント等 

すべての大会関係者 クラブハウス／控室 個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット・マナー(*1) 

喫煙所等、マスクを外す場所 － ※発話の禁止／人数制限／咳エチケット 等 

コース(ロープ外) 個人判断※ ※発話時のエチケット・マナー(*1) 

  来場者へ注意・管理をする立場（模範的行動） コース（ロープ内業務） 

役員・招待者 レストラン 個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット・マナー(*1) 

（施設側の感染対策・方針を遵守） 

ホスピタリティテント 個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット・マナー(*1) 

フェアウェルパーティー 個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット(*1) 

コース 個人判断※ ※発話時のエチケット・マナー 

  来場者へ注意・管理をする立場（模範的行動） 

プロアマゲスト 送迎バス（乗車率 100％） 個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット・マナー(*1) 

クラブハウス 個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット・マナー(*1) 

（施設側の感染対策・方針を遵守） 

プレー中 個人判断※ ※発話時のエチケット・マナー(*1) 

レストラン 

(飲食提供場所) 

個人判断※ ※換気徹底／発話時のエチケット・マナー(*1) 

（施設側の感染対策・方針を遵守） 

ギャラリー 送迎バス 着用 ※マスク着用／会話の禁止／換気徹底 

乗車率を 100％（従来）へ戻す 

コース内 個人判断※ ➀ グループ内での会話 「マスクは個人判断」 

➁ 大きい声援・選手に届く発話をする場合（方）は 

  「マスクの着用」を要請 

ギャラリープラザ 個人判断  

ギャラリースタンド(収容 100%) 個人判断※ ※大きい声援・選手に届く発話は 「マスク着用」のルール 

(*1)発話時のエチケット・マナー 発話時にはマスクを着用する、口元に手を添える、相手との距離をとる、大声を出さない等 
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５．イベント開催等における必要な感染対策 ➀～⑥ 

以下の対応を取ることが新型コロナウイルス感染症の伝播を防ぐ上での基本になります。 

取消線部分は、令和 5 年 3 月 13 日以降において適用になります。 
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６．医療体制に関して 

   従来の応急処置用の医師・看護師の手配をお願いいたします。（感染症専門の必要はありません） 

   新型コロナウイルス感染症については、➀疑い者は会場に来ないこと、②検温及び体調チェック、➂ワクチン接種 

も推奨するなどにより、会場内には感染者はいないことが前提で、けが人・体調不良者の治療に進められるように 

することが重要です。 

  ・医療アドバイザーとの連携 

新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合には、所轄ゴルフ団体と、その後の対応についての協議を 

お願いいたします。 

７．大会ごとの検査について 

   クラブハウスやレストランの利用する方、プロアマ等で選手と接近のある方については、管轄ゴルフ団体が定める 

新型コロナウイルスに関する特別規定等の検査や体調管理に関する考え方に準じるようにお願いいたします。 

８．問診票による健康状態及び行動記録の確認について 

感染疑い者、発熱や体調不良者、及び感染防止に関する基本対策を実施することを前提として、 

問診票による管理は不要といたします。 

体調の異変がある場合には、当日の業務を含めて、必ず大会との関与を断つことで大会を継続させること。 

感染は拡大しないように対策、対応をお願いいたします。管轄ゴルフ団体への報告もお願いいたします。 

９．濃厚接触者について 

１．同居する家族が陽性罹患した場合には濃厚接触者となりますので、出社・移動を控え、上長に報告を 

   してください。（待機期間は 5 日間になります） 

２．以下の対策を管理した上で、業務・移動は可とします。 

(但し、体調に異変を感じた場合には前項の通り) 

  ａ）通常の接触の場合 

一定期間（目安として 7 日間）の体調管理、基本対策の徹底、ハイリスク行動回避をしてくだ 

さい。マスク着用等の基本対策を徹底した上で、通勤・移動はして構いません。 

出勤前の検温と体調チェック、出勤後、業務開始をする前に、抗原定性検査キットによる 

オンサイト検査の実施を推奨いたします。 

  ｂ) 感染対策なしに陽性者と食事/移動 

      一定期間（5 日間程度）の外出自粛等の感染対策、出勤・移動を控えてください。 

※いずれの場合も有症状の場合は、検査・受診をしてください。 

  ※現在、同一世帯内以外の高齢者施設等を除く事業所等について濃厚接触の特定・行動制限は基本的に求め

ない為、保健所も特定を行いませんので、当面の間は事業継続をするために独自に認定を行ってください。 
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10．退院基準について 

 国内外の知見によると、発熱等の症状が出てから７日～10日程度経つと、新型コロナウイルス感染者の感染性は急

激に低下し、PCR で検出される場合でも、感染性は極めて低いことがわかってきました。 

 そのため、以下の通り、入院や療養生活が始まってから、こうした期間が経過したかどうかと、各種検査の結果を総合

判断して、元の生活への復帰が判断されることになります。 

 厚生労働省では、退院や療養生活を終了する際の判断基準を、以下のとおりまとめています。 

【症状がある場合】 

発症日(症状発症日)から７日間経過し、かつ症状軽快から 24 時間以上経過した場合に療養解除となります。 

【症状がない場合】 

検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除を可能となります。 

加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後（６日目）に解除可能 

【無症状者が療養途中で、症状が出た場合】  

当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発症から 10 日間は感染性があるとされているため、

発症日が起算日になります。 

※療養解除については、最新の政府方針の通りに対応いたします。 

※療養解除基準は変更される可能性があります。 

 

●新型コロナウイルス感染症陽性だった場合の療養解除について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000987004.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000987004.pdf
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Ⅲ. トーナメントの開催基準 

１．開催判断基準 

① 政府及び自治体の見解、定められる対策と開催制限等を遵守 

② 大会開催地自治体の状況を鑑み、感染拡大防止に協力する 

③ 選手の状況及び動向 

④ 他のスポーツの動向   

⑤ ツアー全体の状況 

２．開催準備を始めるまえに（前提条件） 

政府及び自治体の方針を遵守し、管轄ゴルフ団体の方針に則り開催の準備をお願いいたします。 

   令和４年 11 月 18 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

   今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について 

   Ⅰ．考え方 

 〇 新型コロナウイルス感染症への対応については、政府としては、今秋以降 の感染拡大が、今夏のオミクロン

株と同程度の感染力・病原性の変異株によるものであれば、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を

維持しながら、 高齢者等を守ることに重点を置いて感染拡大防止措置を講じるとともに、 同時流行も想

定した外来等の保健医療体制を準備することを基本方針としている 

Ⅱ．具体的内容  

１．「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策の実施  

〇 今夏のオミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株を中心として感染が拡大し、外来医療を含めた

保健医療への負荷が 相当程度増大し、社会経済活動にも支障が生じている段階（「レベル３ 医 療

負荷増大期」）にあると認められる場合に、地域の実情に応じて、都道府 県が「医療ひっ迫防止対策強

化宣言」を行い、住民及び事業者等に対して、 ⅰ）医療体制の機能維持・確保、ⅱ）感染拡大防止

措置、ⅲ）業務継 続体制の確保等に係る協力要請・呼びかけを実施する。  

〇 国は、当該都道府県を「医療ひっ迫防止対策強化地域」と位置付け、既存 の支援に加え、必要に応じ

て支援を行う。 
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３．開催自治体の警戒レベルに応じた催物制限基準  

感染状況に応じて、人数制限・収容率が定められています。(政府と都道府県の基準は同じです) 

   また、安全計画策定（開催都道府県へ提出し確認された計画）、チェックリスト作成(大会ホームページ等で 

公表しイベント後 1 年間保管)するかにより、制限人数が異なります。 

また、警戒レベルは都道府県ごとに異なりますので、詳しくは、開催自治体のホームページをご参照ください。 

 

参考）必要な書類については、都道府県ホームページ、もしくは以下の事務連絡から入手することができます。 

すべての都道府県で同じ手続きになりますので開催都道府県の該当ページをご参照ください。 

メールアドレスも案内されています。（メールにて提出する形式）   

■サンプル(千葉県) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-limitation0915.html  

 

 

●基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

(令和 5 年 2 月 10 日) 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230210.pdf 

 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-limitation0915.html
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230210.pdf


17 

 

 

●イベント開催等における感染防止安全計画等について（改定その 10） (令和 5 年２月 10 日) 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku_20230210.pdf 

 

令和５年２月 10 日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が政

府対策本部決定されたこと及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」とい

う。）が一部変更され、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等につい

て」（令和５年２月６日事務連絡、以下「イベント事務連絡」という。）において、３月 13 日以降のイベント開催に

おける感染防止策の見直し等を行ったところである。 

各都道府県並びに各府省庁においては、基本的対処方針及び本事務連絡等を踏まえ、対応をお願いしたい。 

なお、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、イベント開催時に必要な感染防止策の項目等につ

いて変更があり得ることに留意されたい。また、イベント事務連絡「４.その他留意事項等」の通りイベント事務連絡が廃

止された場合は、本事務連絡についても廃止されることとなる 

１．安全計画について  

（１）概要（別紙１を参照） 参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベント（※１、２、３）を対象 

に、イベント開催時に必要な感染防止策の各項目を着実に実施するため、イベントごとにイベント主催者等が具

体的な感染防止策を検討・記載し、各都道府県が その内容の確認及び必要な助言等を行うことにより、感

染防止策の実効性を担保するもの。 安全計画を策定しないイベントについては、引き続き、イベント開催時に

必要となる感染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをイベント主催者等が HP 等で公

表し、イベント終了日から１年間保管することとする。  

（※1）緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県置いては 5,000 人超のイベント。  

（※２）参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が 5,000 人超の時、     

収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全 

計画策定の対象とする。 

（※３）「イベント」については、都道府県知事の判断により、緊急事態処置区域やまん延防止等重点処置区域であ

る都道府県において、遊園地やテーマパーク等を含めることができる。 

（２）感染防止策の項目（別紙２参照） 以下の①～⑥の項目について、具体的な感染防止策を安全計画に記

載する。なお、各都道府県において、各地域の感染状況等に応じて、項目を追加することは差し支えない。  

１．イベント参加者の感染対策 

 （１）感染経路に応じた感染対策 

① 飛沫感染対策  

□ 適切なマスク(不織布マスクを推奨｡以下同じ)の正しい着用の周知・徹底   

□ イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の 

確保  

② エアロゾル感染対策  

□機械換気による常時換気又は窓開け換気 

□適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】 

□イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の 

確保【①と同様】 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku_20230210.pdf
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③ 接触感染対策 

□イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場（客席、 

入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施 

□イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離 

の確保【①と同様】  

（２）その他の感染対策 

④ 飲食時の感染対策 

□上記（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策（食事中以外のマスク 

着用等）の周知  

⑤ イベント前の感染対策 

□発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ 

２．出演者やスタッフの感染対策  

⑥ 出演者やスタッフの感染対策 

□出演者やスタッフによる、練習時・本番等における上記（１）感染経路に応じた感染対策に 

加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施 

□舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の

実施  

    ※３月 13 日以降に実施予定のイベントについて、既に提出済みの感染防止安全計画を、本事務連絡の 

改訂に従って見直し、再提出することも可能である。 

２．都道府県及び府省庁における対応事項（別紙３～６参照）  

（１）都道府県 

 【事務手続】 

① 本事務連絡の内容について、広く周知を行い、安全計画の策定を希望するイベント主催者等（※１）

が、イベント開催日の２週間前までを目途に都道府県に提出する（※２）よう促すとともに、提出後に

計画の変更が必要になった場合には、イベント開催日直前の連絡となることがないよう、必要になった段

階で速やかにイベント主催者等から都道府県に連絡・相談するよう促すこと。なお、イベント主催者等が

チケット販売を見据え、時間的余裕をもって安全計画を提出し得ることに留意し、都道府県は、イベント

開催の２週間前よりも前に提出があった場合にも、原則、提出があった時点で、受け付けること  

（※１）イベント主催者等は、安全計画の提出に当たっては、必要に応じて専門家への事前確認や 

関係各府省庁への共有を行うこと。  

（※２）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出可。  

② 安全計画の内容について、以下の点の確認を行い、感染防止策として不十分であると判断した場合

は、イベント主催者等に対して必要な助言等を行う（※）こと。その際、イベント主催者等の事情に配

慮し、安全計画提出後、原則１週間以内を目途に連絡すること。提出後に計画の変更があった場合

においても、可能な限り柔軟に対応を行うこと 

 （※）本事務連絡２（２）②の「問題が発生したイベント主催者等」から提出された 安全計画については、

十分に確認すること。  
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＜確認事項＞  

○基本的感染防止策の全項目にチェックが入っているか。  

○項目ごとに具体的に記述された内容が、以下の観点を参考に、有効かつ実現可能なものとなって

いるか。 （観点）  

・イベントの規模に対する妥当な感染防止策の規模か。 （例：消毒液設置数や誘導スタッフの数、

参加見込者や出入口数に見合った分散入退場の計画（分割単位や開場時間等）が妥当か）  

・有効な感染防止策となっているか。 （例：チェックした項目に対して妥当な対策となっているか） 

・計画だけでなく実効性が担保された感染防止策となっているか。 （例：イベント前後やイベント中

に確実に実行できる内容か。）  

・イベントや利用施設に固有のリスクがある場合、それらのリスク分析や対策がなされているか。 

（例：大声での応援等が起こり得るイベントを想定した感染防止策や 換気設備、開催スケジュー 

ルを考慮した換気の計画となっているか） 

・対象者全員検査を実施する場合は、具体的な確認方法について、実行可能性が十分か。 

（例：利用見込者数に対して十分な受付窓口やスタッフ数、受付時間があるか）  

・有識者から助言を受けている場合は、その助言内容を踏まえた感染防止策となっているか。  

③ 対象者全員検査を実施するイベントについて、イベント主催者等は、その旨を明記した安全計画を提

出することによって、対象者全員検査を実施する旨を都道府県に登録したとみなすこととし、都道府

県は登録のあったイベント主催者等の一覧をホームページ等で公表するなど、利用者に周知すること。 

④ イベント終了後、１か月以内を目途に、結果報告書（別紙６参照）を都道府県に提出する（※）

ようイベント主催者等に対して促すこと。 （※）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイ

ベントを実施する場合には、一括して提出可。 

⑤ 問題が発生（感染防止策の不徹底、クラスター発生の可能性等）した場合は、イベント主催者等に

対し、直ちに結果報告書を都道府県に提出させるとともに、関係府省庁（所管府省庁及び内閣官

房新型コロナウ イルス等感染症対策推進室）に共有すること。 

 （２）関係府省庁 

 【事務手続】 

① 本事務連絡の内容について、所管する業界等に広く周知を行い、安全計画の策定を希望するイベン

ト主催者等（※１）が、イベント開催の２週間前までを目途に都道府県に提出する（※２）よう

促すとともに、提出後に計画の変更が必要になった場合には、イベント開催日直前の連絡となることが

ないよう、必要になった段階で速やかにイベント主催者等から都道府県に連絡・相談するよう促すこと。  

（※１）イベント主催者等は、安全計画の提出に当たっては、必要に応じて専門家への事前確認や関係

各府省庁への共有を行うこと。 

（※２）一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、 一括して提出可。  

② 本事務連絡２.（１）⑤の「イベント主催者等」の情報を集約し、適宜、 全都道府県へ共有を行う

こと。 
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4．感染防止安全計画及びチェックリストについて 

 

 

※以下の用紙になります。開催自治体のホームページから入手することができます。 
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開催自治体に提出した「感染防止安全計画」及び、「基本的感染症対策➀～⑥」を、対策チェックリストとして、 

大会前後及び期間中において、常にPDCAが適切に回る仕組みを構築してください。 

いずれにも記載のない状況の場合には、「業種別ガイドライン」を参考にし、定めのない事項で迷う場合には、 

安全と思われる方を選択してください。 

 

※安全チェックリスト【NEW】 
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5．感染リスクが高まる「５つの場面」 

 

６. 飲食に関する基本的な感染防止策 

＊プロアマ表彰式、前夜祭、ギャラリープラザ等、レストラン、業務・休憩のための諸室等、飲食をする場面に 

おいて基本的な考え方及び対策の参考にしてください。 

 

     大会で提供される飲食（選手・来場者・大会関係者他及びプロアマ等催物における飲食）に関する 

感染防止対策については、「飲食提供施設が求められる対策に則り計画・実施をする」ようお願いいたします。 

本ガイドラインがその規則や対策を緩和することはございません。 

 

●飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について （改定その８） 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_inshokuten_daisanshaninshou_20230210.pdf 

 

注意）「第三者認証制度」は、基本的対処方針に準じて、都道府県が独自に制定する制度になります。 

    以下の 4 項目が含まれます。 

    ➀パーティション等の設置又は座席の間隔の確保 

    ➁手指消毒の徹底 

    ➂食事中以外のマスクの着用の推奨（令和 5 年 3 月 13 日以降削除） 

    ④換気の徹底 

 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_inshokuten_daisanshaninshou_20230210.pdf


23 

 

 

【改訂】 立食パーティーの考え方について 

    立食パーティーにつきましては、関連する業種別ガイドライン及び施設の対策を遵守することを前提に 

感染リスクを下げる方法での実施をお願いいたします。 また、選手の参加、追加対策等につきましては 

管轄ゴルフ団体の方針に準じて計画・準備をお願いいたします。 

 

※立食方式 ガイドライン （感染リスクを下げる方法） 

✓ 会場の換気 

✓ 入り口での検温、消毒 

✓ 食事の時は、あまり話をせず食べる  

✓ 隣接して話すときはマスクを付ける 

✓ 人と人の距離は１ｍ（発話・飲食をしない場合は、人と人が触れ合わない程度の距離で可） 

 

【参考】一般社団法人日本ホテル協会 

「ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止ガイドライン」 

https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/366e69513af33b367ac527ff5746b517.pdf 

 

Ⅳ. 催物(プロアマ・前夜祭・ホスピタリティ・ジュニアイベント等)実施制限の検討 

      感染防止対策と経済社会活動の両立のため、引き続き感染防止対策の下での安全なイベント開催を図って 

いくことが重要となります。管轄ゴルフ団体による開催可否及び催物の制限、プロの表彰式参加の免除、健康に 

ご心配な方や飲食行為を回避したい方に対して欠席しやすい環境の整備等をお願いいたします。 

 出場選手と同じ諸室に入る場合、管轄するゴルフ団体が行うスクリーニング検査を同様に行うことが望ましい。

但し、検査結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性があり、また、偽陰性である可能性もあるた

め、基本的な感染対策を怠らないこと。参加開始日の１週間前から感染リスクを避けて生活する ことなどを基

本ルールとしてください。 

 １．プロアマ大会の実施について 

施設の感染症対策(業種別ガイドラインや第三者認証制度)」で求められる規則を遵守してください。 

本ガイドラインがその規則や対策を緩和することはございません。 

・施設が通常行う感染症対策を遵守してください。 

・管轄ゴルフ団体が定めるスクリーニング検査の実施、及び対策を遵守してください。 

    ・クラブハウス、レストラン、ロッカールーム、浴室、脱衣所、休憩室等の換気を常時行ってください。 

・3 密の防止観点でゾーニングや導線の計画、感染防止及び消毒等の対応策を講じてください。 

     距離の確保又はパーティション等などの対策は、安心・安全に繋がります。 

    ・体調に不安がある場合は、参加自粛を要請するようにしてください。 

    ・選手及び重要なお客様の集いですので、1 段階高いレベルでの感染防止対策をお願いします。 

 

 

https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/366e69513af33b367ac527ff5746b517.pdf
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      〔参考〕ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン第８版 

          2022 年 12 月 12 日(改訂) 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 

       https://www.golf-ngk.or.jp/news/2022/corona/golfcoronaguideline8.pdf 

２．前夜祭（ホテルでの食事会）の開催について  

   施設の感染症対策(業種別ガイドラインや第三者認証制度)」で求められる規則を遵守してください。 

本ガイドラインがその規則や対策を緩和することはございません。 

以下、ゴルフトーナメント特有の事象についてまとめておりますので合わせてご参照ください。 

・施設が通常行う感染症対策を遵守してください。 

・管轄ゴルフ団体が定めるスクリーニング検査の実施、及び対策を遵守してください。 

     ・会場、喫煙所の換気を常時行ってください。 

・3 密の防止観点でゾーニングや導線の計画、感染防止及び消毒等の対応策を講じてください。 

      距離の確保又はパーティション等などの対策は、安心・安全に繋がります。 

     ・体調に不安がある場合は、参加自粛を要請するようにしてください。 

     ・選手及び重要なお客様の集いですので、1 段階高いレベルでの感染防止対策をお願いします。 

・ビュッフェ形式を行う場合には、取り分け時のマスク着用、または、カバー等の飛沫防止等を行う。 

・立食形式については前項の対策により、感染リスクを下げてください。 

・受付や誘導を行うスタッフ、配膳するスタッフは、マスクや最小限の発話等、飛沫を防止する相互の感染防止 

対策を講じる。 

・選手の同席について、管轄ゴルフ団体のルールに従ってください。 

・宿泊する参加者が、各自が市中で食事をすることでの感染リスクも心配されるため、安全対策を講じた上で、 

夕食会を開催することは、行動の履歴を把握するために有効な施策である。 

 

 

Ⅴ. 関係者(ボランティア等)の登用、管理に関する検討 

   基本的な考え方：①体調に異常がある場合には、大会への関与を断つようにしてください。 

               ➁マスクの着用は今後「自己判断」となりますが、待機場所の環境や収容率、感染者発生 

                状況等を勘案して、「マスク着用を必須」とするなどの対策を講じてください。 

               ➂基本対策「➀～⑥」に即した計画・準備を行う・ 

１．ボランティアの募集・管理について 

陽性罹患や発熱、その他体調に異変があった場合には、参加できないことを予め理解していただく。 

① 感染状況に関わらず、参加者の健康状態や安全状況を把握する。体調が心配な場合は、参加しないこと

を促す。（勇気と責任をもって、無理な来場は見合わせる） 

② 会場内では大会の感染防止対策を遵守する。 

③ 食事の前には手指を消毒し、食事中は人との距離を保ち、発話は控える。  

④ 手洗い、手指消毒をこまめに行う。（手洗い・消毒環境の整備） 

https://www.golf-ngk.or.jp/news/2022/corona/golfcoronaguideline8.pdf
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⑤ 会話をする場合には、マスクを着用の上、短く切り上げる。 

⑥ 握手、抱擁などは行わない。 

⑦ 管理者は、濃厚接触をつくならいように、集合時間の設定や諸室のレイアウト等を注意する。 

⑧ 待機及び休憩する諸室では、「一度に休憩する人数の制限、対面での食事や会話の自粛」、「休憩スペー

スの常時喚起」、「共用する物品の消毒」、「入退室前後の手洗い」を徹底する。 

⑨ 体調不良者や感染疑いがある場合には、本人及び大会事務局と密に連絡をとる。また、陽性者が出た 

場合には、同日に行動を共にした参加者に連絡をとり、体調管理の徹底を促す。 

⑩ 基本的な感染防止策の遵守、「新しい生活様式*」、「感染リスクが高まる５つの場面**」に基づいた 

行動を徹底する。 

＊年齢による参加制限、既往症による参加制限等については、管理会社の方針に任せることとします。 

重症化の懸念もあるが、制限による人権侵害への該当することにも注意をお願いします。 

２．アルバイトの募集・管理について 

陽性罹患や発熱、その他体調に異変があった場合には、参加できないことを予め周知しておく。 

① 感染状況に関わらず、参加者の健康状態や安全状況を把握する。体調が心配な場合は、参加しないこと

を促す。（勇気と責任をもって、無理な来場は見合わせる） 

➁ 会場内では大会の感染防止対策を遵守する。 

➂ 食事の前には手指を消毒し、食事中は人との距離を保ち、発話は控える。  

④ 手洗い、手指消毒をこまめに行う。（手洗い・消毒環境の整備） 

⑤ 会話をする場合には、マスクを着用の上、短く切り上げる。 

⑥ 握手、抱擁などは行わない。 

⑦ 管理者は、濃厚接触をつくならいように、集合時間の設定や諸室のレイアウト、等を注意する。 

⑧ 待機及び休憩する諸室では、「一度に休憩する人数の制限、対面での食事や会話の自粛」、「休憩スペー

スの常時喚起」、「共用する物品の消毒」、「入退室前後の手洗い」を徹底する。 

⑨ 体調不良者や感染疑いがある場合には、本人及び大会事務局と密に連絡をとる。また、陽性者が出た 

場合には、同日に行動を共にした参加者に連絡をとり、体調管理の徹底を促す。 

⑩ 基本的な感染防止策の遵守、「新しい生活様式*」、「感染リスクが高まる５つの場面**」に基づいた 

行動を徹底する。 

⑪ ホテルは 1 人部屋を確保する。夕食の状況、風呂等については、感染防止の観点から 

万全を期し、限界や問題がある場合には、アルバイトに注意喚起を徹底する。 

     ＊参加できなくなった場合の給料の支払い等については、募集段階で双方合意するようにしてください。 

 ３．その他の臨時来場者について 

    宅配便、搬入・納入を目的とした臨時来場者に対しても、該当する取引先には「業種別ガイドライン」に従って 

感染症対策の徹底を予め依頼する（派遣元の感染症対策に任せる）のが最善です。 

スクリーニング検査をしない場合には、マスクの着用など飛沫対策をお願いいたします。 

●業種別ガイドライン（新型コロナウイルス感染症対策推進室） 

      https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
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Ⅵ．観客の入場を前提としたゴルフトーナメント開催について 

１．ゴルフトーナメント運営管理上の基本事項 

   【基本原則】 

１．マスクを携帯するように周知徹底し、着用については「個人判断」とする。 

   但し、送迎バス、中断中の避難場所、選手に届くような発声をする時はマスク着用を要請する。 

   ２．発熱及び体調不良の場合（近くにいる時を含む）には、トーナメント会場に来ない。 

   ３．可能な限りの対人距離をとる。対人距離が取れない場合・場所等は誘導係員を配置する。 

２．来場についての注意事項 

 【ご来場にあたっての注意事項】 

●下記の場合は、無理なご来場はお控えください。 

・体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある場合） 

・陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けている場合(陽性診断前でも検査で陽性判定を受けてた場合） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要請を受けている場合 

●入場ゲートで体温測定は行いませんが、37.5 度以上の発熱や、37.5 度未満でも、症状がある場合や平熱 

よりも高いことが明らかな場合は入場できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

●トーナメント会場にはマスクの携行にご協力ください。不織布製などウイルスの捕集効果の高いものを推奨します。 

  無料送迎バス（往路・復路）とも、マスク着用とさせていただきます。乗車率上昇、乗車待ち時間の短縮のた

めですのでご協力をお願いします。 

●トーナメント会場内で大きな発声（選手に声が届くような声出し応援、他飛沫の飛ぶ行為を含む）をされる場合は、

必ずマスクを着用してください。マスクを着用する際は、確実に鼻と口を覆うよう正しくご着用ください。 

●会場でのマスクの配布・販売はございませんので、各自ご準備ください 

●入退場時やトイレ、売店等で待機列の整理の案内がある場合は、案内に従ってください 

●体調がすぐれない場合には、係員に申し出てください。 

3．ゴルフトーナメント特有の対応について 

①応援スタイル・ファンサ―ビス 

緊急事態宣言やまんえい防止措置が発令されていない状況下における握手、サイン、プレゼントの受取りなど

のファンサ―ビスに関しては管轄するゴルフ団体の判断のもと実施の有無を決定し、予めギャラリーに対し告

知する。また、実施の際は誘導人員を配置するなどして、キャディマスター室周辺の密集を回避する。 

②観客の送迎 

       マスクの着用を前提とし、乗車率をあげる（従来に戻す）ことを推奨いたします。 

       換気等の基本対策、走行距離（時間）などを勘案して、対応を決定してください。 
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③ギャラリープラザについて 

       販売者の健康に留意して、運営をお願いいたします。 

       手指消毒ができる、テーブル等を利用者が消毒できる準備をお願いいたします。 

④ギャラリースタンドについて 

人数制限は求めません。 

前述する「発声によるマスクの着用ルール」を参照し、違反者には注意や整理ができるように対策をお願い 

します。 

⑤その他、ギャラリーの密を防ぐための施策例（来場人数・ロケーションにより検討） 

       座席の定めのないイベントは、「人と人が触れ合わない距離が確保できる人数」を上限としています。 

       混雑する場所には、係員にて整理・誘導をお願いします。 

       喫煙所など、限られたスペースにおいては、利用人数の制限などを設定してください。 

 

 

Ⅶ．新型コロナウイルス感染症対策に関する最新資料(令和５年２月１０日時点)  

   新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下 

「基本方針」という。）の改正が行われております。 

同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る 

留意事項等について」の事務連絡）が発出されております。 

 

●内閣官房ホームページ 

以下の URL には、最新の事務連絡が掲載されています。 

https://corona.go.jp/emergency/ 

 

（参考資料） 

・マスク着用の考え方の見直しについて（令和５年 2 月 10 日変更） 

   https://corona.go.jp/news/news_20230210_01.html 

・令和５年２月 10 日 新型コロナウイルス感染症対策本部（第 102 回） 

   https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r050210.pdf 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和５年 2 月 10 日変更） 

   https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和５年 2 月 10 日）（新旧対照表） 

   https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20230210.pdf  

・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（令和５年 2 月 

10 日付各都道府県知事・各府省庁担当課室宛内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名事務連絡） 

  https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230210.pdf 

 

 

https://corona.go.jp/emergency/
https://corona.go.jp/news/news_20230210_01.html
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r050210.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20230210.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230210.pdf
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・イベント開催等における感染防止安全計画等について（改定その９）（令和５年 2 月 10 日付各都道府県

知事・各府省庁担当課室宛内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名事務連絡） 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku_20230210.pdf 

・飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について（改定その８） 

   https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_inshokuten_daisanshaninshou_20230210.pdf 

 

  ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について 

    https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r2_050127.pdf 

・「新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き 第 8.1 版」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf 

・2023 年 1 月版「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識」 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf 

・濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000915686.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000917817.pdf 

・水際対策に係る新たな措置について 

  https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html 

・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html 

・スポーツ関係の新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインについて 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html 

  ・飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について（改定その７） 

https://corona.go.jp/news/news_20221213_01.html 

・今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応 

（令和４年11月11日新型コロナウイルス感染症対策分科会とりまとめ） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai20/taiou.pdf 
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最後になりますが、皆様のご理解とご協力により、これまでのコロナ禍においては、大きな混乱もなくゴルフトーナメントが

開催されたことに感謝申し上げます。 

本ガイドラインは、現段階で得られている知見や新型コロナウイルス感染症対策本部分科会の方針に沿っています。 

政府の方針を守り、主催者、開催地自治体、企画運営する各社と連携して、“選手及び選手関係者を守る”“すべて

の大会関係者を守る”、“観客を守る”、“開催するゴルフトーナメントが感染クラスターになることを防ぐ”、“日本のスポーツ

文化を守る”という視点から、新型コロナウイルス感染症に対する対策・対応を考えていくことが重要であります。 

これからも、選手、大会関係者、多くのゴルフファンが安心安全なゴルフトーナメントを楽しめるよう、皆さまととも協議を

続けて参りたいと思います。  

 

「ゴルフ関連 5 団体新型コロナウイルス対策会議」 

公益財団法人 日本ゴルフ協会 

公益社団法人 日本プロゴルフ協会 

一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会 

一般社団法人 日本ゴルフツアー機構 

一般社団法人 日本ゴルフトーナメント振興協会 

顧問：炭山 嘉伸 東邦大学理事長 公益財団法人日本感染症医薬品協会顧問（前理事長） 

         日本外科感染症学会名誉理事長 日本環境感染学会名誉会員 

 

 

東邦大学 炭山嘉伸理事長からのご提言 2023 年 2 月 20 日 

シーズンオフも終わりに近づき、間もなくプロゴルフツアーも開幕となります。選手、ファン、関係者の皆さんの中には、開幕

を待ち望んでいる人がたくさんおられることと思います。一方、政府は新型コロナウイルスについて感染症法上の位置づけ

を 5 月 8 日から第 5 類に引き下げる決定をいたしました。これによりいろいろな制約や基準が撤廃、緩和されることにな

ります。しかしながら、コロナウイルスが消滅したわけではなく、このウイルスは他のウィルスとは異なり、感染力、死亡率、後

遺症、そして次々と変異するという特徴を持っています。従って、依然としてコロナに感染しない、人に感染させない、濃

厚接触者にならないという点には十分に気をつけなければなりません。特にプロゴルファーの皆さんは個人事業主であり、

他のプロスポーツと違い、休んでしまうと生計に直接影響を及ぼします。5 月 8 日までの期間のみならず、それ以降も感

染対策は各自がしっかりと留意し、皆さんの素晴らしいプレーでファンに夢を与え続けて欲しいと願うばかりです。また、大

会の主催者や関係者の皆さんも、引き続き対策を講じながら、安心・安全に大会を開催していただきたいと考えます。今

年のシーズンも大いに盛り上がり、ゴルフの素晴らしさを国民に伝えていただくよう、１ゴルフファンとしても期待しています。 

ゴルフ関連 5 団体新型コロナウイルス対策会議顧問  

炭山嘉伸 
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